
３．フレックストラベラー制度に関する情報

「フレックストラベラー制度」について
○制度の趣旨

○制度の概要
（１）オーバーセールスの発生が判明した時点で、自主的に予約便への搭乗を取りやめる旅客を航空会社が幅広く募集する。

フレックストラベラー制度の状況

Ｈ１６．４～６ 564 506 58 10,193,786 0.06
Ｈ１５．４～６ 519 447 72 9,931,838 0.07
Ｈ１６．４～６ 1,609 1,263 346 10,289,176 0.34
Ｈ１５．４～６ 1,552 1,091 461 10,212,641 0.45
Ｈ１６．４～６ 2 2 0 638,336 0.00
Ｈ１５．４～６ 25 23 2 597,914 0.03
Ｈ１６．４～６ 13 13 0 297,298 0.00
Ｈ１５．４～６ 7 5 2 199,868 0.10
Ｈ１６．４～６ 9 11 0 308,533 0.00
Ｈ１５．４～６ 未発生
Ｈ１６．４～６

Ｈ１５．４～６

Ｈ１６．４～６ 5 5 0 51,961 0.00
Ｈ１５．４～６ 4 2 2 48,610 0.41
Ｈ１６．４～６ 5 5 0 304,226 0.00
Ｈ１５．４～６ 21 21 0 322,375 0.00
Ｈ１６．４～６

Ｈ１５．４～６

Ｈ１６．４～６

Ｈ１５．４～６

Ｈ１６．４～６ 2,207 1,805 404 22,083,316 0.18
Ｈ１５．４～６ 2,128 1,589 539 21,313,246 0.25

(注)１． 不足座席数＝搭乗手続きに来た予約客の数－提供座席数

２． 自主協力旅客数とは、航空会社の募集に応じて、当初予定していた便への搭乗をとりやめた旅客の人数をいう。

３． 「日本航空」は、日本航空ジャパン及び日本航空インターナショナルの合計、また、「全日本空輸」は、全日本空輸、エアーニッポン及びエアーニッポンネットワーク
の合計。

　オーバーセールス（搭乗手続に来た予約客の数が提供座席数を上回る結果、座席を提供できない予約客が発生すること）発生時における旅客の取扱
いに関する統一的な手続を定めることによって、オーバーセールスに対する公平かつ円滑な解決を実現し、利用者利便の向上を図るものである。

（２） 募集に応じて搭乗を実際に取りやめる旅客に対して、一定の協力金（代替交通手段の出発日が当日であれば１万円、翌日以降であれば２万円）等
　 を航空会社が支払う。
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